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◇大阪市感染症診査協議会条例の一部を改正する条例 

１ 感染症診査協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めることにしまし

た。 

２ この条例は、公布の日から施行することにしました。 

（平成22年大阪市条例第１号 大阪市保健所感染症対策担当） 

◇職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例 

１ 職員に対する停職の処分の期間を改めるため、本条例を改めることにしま

した。 

公布された条例のあらまし
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２ この条例は、平成22年３月１日から施行することにしました。 

（平成22年大阪市条例第２号 総務局人事部人事担当） 

◇大阪市証紙条例を廃止する条例 

１ 大阪市手数料条例等の規定による手数料を証紙による収入の方法により徴

収しないことにしました。 

２ 必要な経過措置を講じることにしました。 

３ この条例は、平成22年４月１日から施行することにしました。 

（平成22年大阪市条例第３号 会計室会計企画担当） 

◇大阪市自転車駐車場の附置等に関する条例 

１ 自転車等の駐車需要を生じさせる施設における自転車駐車場の設置及び管

理に関し必要な事項を定めることにしました。 

２ この条例は、平成22年４月１日から施行することにしました。 

（平成22年大阪市条例第４号 建設局管理部自転車施策担当） 

◇大阪市迷惑駐車の防止に関する条例の一部を改正する条例 

１ 道路交通法の一部改正に伴い、規定を整備することにしました。 

２ この条例は、平成22年４月19日から施行することにしました。 

（平成22年大阪市条例第５号 計画調整局計画部総合交通体系担当） 

◇大阪都市計画事業三国駅周辺地区土地区画整理事業施行規程の一部を改正す

る条例 

１ 事業の事務所の所在地を改めることにしました。 

２ この条例の施行期日は、市長が定めることにしました。 

（平成22年大阪市条例第６号 都市整備局 三国駅土地区画整理事務所） 

◇大阪市火災予防条例の一部を改正する条例 

１ カラオケボックス等における避難通路の管理の基準を定めることにしまし

た。 

２ 必要な経過措置を講ずることにしました。 

３ この条例は、平成22年４月１日から施行することにしました。 

（平成22年大阪市条例第７号 消防局予防部予防担当） 

◇企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

１ 任期を定めて採用された職員の給与に関し必要な事項を定めることにしま

した。 

２ この条例は、平成22年４月１日から施行することにしました。 

（平成22年大阪市条例第８号 交通局総務部総務担当、水道局総務部給与・勤

務条件担当、病院局総務部人事・勤務条件担当） 

 

 

 

 

 

 

公布された規則のあらまし
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◇大阪市感染症診査協議会条例施行規則 

１ 大阪市感染症診査協議会条例の施行に関し必要な事項を定めることにしま

した。 

２ この規則は、公布の日から施行することにしました。 

（平成22年大阪市規則第８号 大阪市保健所感染症対策担当） 

◇大阪市証紙条例施行規則を廃止する規則 

１ 大阪市手数料条例等の規定による手数料を証紙による収入の方法により徴

収しないことにしました。 

２ この規則は、平成22年４月１日から施行することにしました。 

（平成22年大阪市規則第９号 会計室会計企画担当） 

 

 

 

 

条      例 
 

 

 

大阪市感染症診査協議会条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成22年２月26日 

大阪市長  平 松 邦 夫  

大阪市条例第１号 

大阪市感染症診査協議会条例の一部を改正する条例 

 大阪市感染症診査協議会条例（平成11年大阪市条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第７条を第９条とする。 

 第６条第２項中「委員」を「委員及び専門委員」に改め、同条中第５項を第

６項とし、第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 部会の会議は、会長が招集する。 

 第６条を第７条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（関係者の出席） 

第８条 協議会又は部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求

め、その意見又は説明を聴くことができる。 

 第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 

（専門委員） 

第５条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、協議会に専門委

員を置くことができる。 

２ 専門委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委

嘱する。 
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３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱さ

れるものとする。 

   附 則   

 この条例は、公布の日から施行する。 

（平22.２.26掲示済） 

 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
 

職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成22年２月26日 

大阪市長  平 松 邦 夫  

大阪市条例第２号 

職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例 

職員の懲戒に関する条例（昭和26年大阪市条例第89号）の一部を次のように

改正する。 

第４条第４項中「３月」を「１年」に改める。 

附 則 

１ この条例は、平成22年３月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前にした行為に係る停職の処分の期間については、な

お従前の例による。 

（平22.２.26掲示済） 

 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
 

大阪市証紙条例を廃止する条例を公布する。 

平成22年２月26日 

大阪市長  平 松 邦 夫  

大阪市条例第３号 

大阪市証紙条例を廃止する条例 

大阪市証紙条例（昭和39年大阪市条例第13号）は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に発売されたこの条例

による廃止前の大阪市証紙条例の規定による証紙（消印されたもの又は著し

く汚染し、若しくはき損したものを除く。以下「未使用証紙」という。）

は、施行日から平成23年３月31日までの間、なお従前の例によりこれを使用

することができる。 

３ 未使用証紙は、施行日から平成27年３月31日までの間に限り、市規則で定
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めるところにより、これを返還して現金の還付を受けることができる。 

（平22.２.26掲示済） 

 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
 

大阪市自転車駐車場の附置等に関する条例を公布する。 

平成22年２月26日 

大阪市長  平 松 邦 夫  

大阪市条例第４号 

   大阪市自転車駐車場の附置等に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合

的推進に関する法律（昭和55年法律第87号。以下「法」という。）第５条第

４項に規定する自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設及び共同住宅に

おける自転車駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、

市民の生活環境の保全と都市機能の維持を図り、もって良好な都市環境の形

成に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、

法並びに建築基準法（昭和25年法律第201号）及び同法に基づく命令の例に

よる。 

（適用範囲） 

第３条 法第５条第４項に規定する条例で定める区域（以下「指定区域」とい

う。）は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第７条第１項の市街化区域

とする。 

（施設を新築する場合の自転車駐車場の設置） 

第４条 指定区域内において、別表第１（あ）欄に掲げる用途に供する施設で

施設面積（市規則で定めるところにより算定する当該用途に供されている面

積をいう。以下同じ。）が同表（い）欄に掲げる規模のものを新築しようと

する者は、当該施設を利用する者（以下「利用者」という。）による自転車

等の駐車の用に供するため、同表（う）欄に定めるところにより算定した台

数（以下「必要台数」という。）以上の自転車等を同時に駐車することがで

きる規模の自転車駐車場（一定の区画を限って設置される自転車等の駐車の

ための施設をいう。以下同じ。）を、新築しようとする施設若しくはその敷

地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メート

ル以内である場所に設置しなければならない。 

２ 前項の規定による自転車駐車場は、同時に必要台数の自転車等を駐車した

ときに、当該自転車等の台数のうち必要台数に10分の１を乗じて得た台数

（その台数に１未満の端数があるときは、これを切り上げる。）以上を原動

機付自転車の台数とすることができるように設置しなければならない。 
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（混合用途施設に係る自転車駐車場の規模） 

第５条 別表第１（あ）欄に掲げる用途のうち２以上の用途に供する施設（以

下「混合用途施設」という。）の新築（次条第３項に規定する場合を除

く。）については、同表（い）欄に掲げる規模にかかわらず、当該２以上の

用途ごとに同表（あ）欄に掲げる区分に応じて同表（う）欄に定めるところ

によりそれぞれ算定した台数を合計した台数が20を上回る場合に限り、前条

の規定を適用する。この場合においては、当該合計した台数を当該混合用途

施設に係る必要台数とみなす。 

（大規模施設に係る自転車駐車場の規模） 

第６条 施設面積が1,000平方メートルを超える施設の新築（次項及び第３項

に規定する場合を除く。）については、別表第２（あ）欄に掲げる用途に応

じ、同表（い）欄の施設面積の区分ごとに同表（う）欄に定めるところによ

りそれぞれ算定した台数を合計した台数を当該施設に係る必要台数とみなし

て、第４条の規定を適用する。 

２ 前項に規定する施設のうち、その敷地の面積の２分の１以上の部分が都市

計画法第８条第１項第１号の商業地域（当該地域に関する都市計画に定めら

れた容積率が10分の60以上である地域に限る。以下「特定商業地域」とい

う。）内となるものの新築（次項に規定する場合を除く。）については、別

表第２（あ）欄に掲げる用途に応じ、同表（い）欄の施設面積の区分ごとに

同表（え）欄に定めるところによりそれぞれ算定した台数を合計した台数

（その台数に１未満の端数があるときは、これを切り上げる。）を当該施設

に係る必要台数とみなして、第４条の規定を適用する。 

３ 混合用途施設であって当該混合用途施設に係る２以上の用途ごとの施設面

積の合計が1,000平方メートルを超える施設の新築については、当該２以上

の用途ごとに前２項の規定の例によりそれぞれ算定した台数を合計した台数

を当該施設に係る必要台数とみなして、第４条の規定を適用する。 

（施設を増築又は改築する場合の自転車駐車場の設置） 

第７条 指定区域内において、別表第１（あ）欄に掲げる用途に供する施設に

ついて増築又は改築（以下「増築等」という。）をしようとする者は、当該

増築等の工事の完了後の施設（この条例の施行の日から起算して６月を経過

した日（この条例の施行の日以後新たに指定区域となった区域内にあって

は、指定区域となった日から起算して６月を経過した日。以下「適用日」と

いう。）前に着工された新築又は増築等の工事により設置された部分（以下

「不適用部分」という。）を除く。）を新築しようとしたならば第４条の規

定により算定されることとなる必要台数（前２条の規定により必要台数とみ

なされる場合を含む。）から現に存する当該施設に係る自転車駐車場に駐車

することができる台数を控除した台数以上の自転車等を同時に駐車すること

ができる規模の自転車駐車場を、第４条の基準に適合するよう設置しなけれ

ばならない。 

（共同住宅における自転車駐車場の設置） 
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第８条 指定区域内において、別表第３（あ）欄に掲げる施設で同表（い）欄

に掲げる規模のものを新築しようとする者は、当該施設に居住する者（以下

「居住者」という。）による自転車等の駐車の用に供するため、同表（う）

欄に定めるところにより算定した台数（その台数に１未満の端数があるとき

は、これを切り上げる。）以上の自転車等を同時に駐車することができる規

模の自転車駐車場を、当該施設又はその敷地内に設置しなければならない。 

２ 前項の規定による自転車駐車場は、同時に前項の規定により算定した台数

の自転車等を駐車したときに、当該自転車等の台数のうち当該台数に10分の

１を乗じて得た台数（その台数に１未満の端数があるときは、これを切り上

げる。）以上を原動機付自転車の台数とすることができるように設置しなけ

ればならない。 

３ 指定区域内において、別表第３（あ）欄に掲げる用途に供する施設につい

て増築等をしようとする者は、当該増築等の工事の完了後の施設（不適用部

分を除く。）を新築しようとしたならば第１項の規定により算定されること

となる台数から現に存する当該施設に係る自転車駐車場に駐車することがで

きる台数を控除した台数以上の自転車等を同時に駐車することができる規模

の自転車駐車場を、前２項の基準に適合するよう設置しなければならない。 

（施設の敷地が指定区域の内外にわたる場合の自転車駐車場の設置） 

第９条 施設の敷地が指定区域の内外にわたるときは、当該施設のうち指定区

域外に存する部分を存しないものとみなして第４条から前条までの規定（以

下「附置義務規定」という。）を適用する。 

（小規模共同住宅の所有者等の責務） 

第10条 指定区域内において、別表第３（あ）欄に掲げる用途に供する施設で

あって同表（い）欄に掲げる規模に満たない規模のものを新築しようとする

者又は当該施設の増築等をしようとする者で第８条第３項の規定の適用を受

けないものは、居住者による自転車等の駐車の用に供するため、当該新築又

は当該増築等の工事の完了後の施設の同表（あ）欄に掲げる用途に応じて同

表（う）欄に定めるところにより算定した台数（その台数に１未満の端数が

あるときは、これを切り上げる。）以上の自転車等を同時に駐車することが

できる規模の自転車駐車場を、第８条第１項及び第２項の基準に適合して設

置するよう努めなければならない。この場合において、これらの者は、当該

自転車駐車場を第12条に規定する構造及び設備の基準に適合させるととも

に、第15条の基準に従い当該自転車駐車場を管理するよう努めなければなら

ない。 

２ 前項に規定する者は、同項の規定により自転車駐車場を設置しようとする

ときは、第13条の規定の例により、市長に届出を行わなければならない。届

け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。 

３ 指定区域内に存する別表第１（あ）欄又は別表第３（あ）欄に掲げる用途

に供する施設であって、適用日前に着工された新築若しくは増築等の工事の

完了後の施設又は適用日以後の用途変更により自転車等の駐車需要が増加す
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ることとなった施設の所有者又は管理者は、利用者又は居住者による自転車

等の駐車の用に供するため、当該施設をすべて新築したとしたならば附置義

務規定により設置しなければならないこととなる自転車駐車場を、附置義務

規定の基準に適合して設置するよう努めなければならない。 

４ 指定区域内に存する別表第１（あ）欄又は別表第３（あ）欄に掲げる用途

に供する施設であって当該施設の新築又は増築等をした者が附置義務規定の

適用を受けないもの（第１項及び前項に規定する施設を除く。）の所有者又

は管理者は、当該施設の利用者による自転車等の駐車の用に供するための自

転車駐車場を設置するよう努めなければならない。 

５ 鉄道事業者及び軌道経営者は、旅客の利便に供するための自転車駐車場を

設置するよう努めなければならない。 

（景観への配慮） 

第11条 附置義務規定又は前条の規定により自転車駐車場を設置する者は、周

辺環境との調和を図り、都市景観に配慮するよう努めなければならない。 

（自転車駐車場の構造及び設備） 

第12条 附置義務規定により設置される自転車駐車場の構造及び設備は、利用

者の安全が確保され、かつ、自転車等を有効に駐車することができるもので

なければならない。 

２ 附置義務規定により自転車駐車場を設置する者は、利用者又は居住者が当

該自転車駐車場を容易に利用できるようその位置及び利用方法を表示しなけ

ればならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、自転車駐車場の構造及び設備について必要な

技術的基準は、市規則で定める。 

（自転車駐車場の設置の届出） 

第13条 附置義務規定により自転車駐車場を設置しようとする者は、市規則で

定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければな

らない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。 

(1) 自転車駐車場を設置しようとする者の氏名及び住所（法人にあっては、そ

の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

(2) 自転車駐車場の管理者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称、主た

る事務所の所在地及び代表者の氏名）（管理者を別に定める場合に限る。） 

 (3) 新築又は増築等をしようとする施設の用途及び施設面積 

 (4) 設置する自転車駐車場の位置及び規模 

 (5) 設置する自転車駐車場の構造及び設備 

 (6) 前各号に掲げるもののほか、市規則で定める事項 

（適用除外） 

第14条 この条例の施行の日以後新たに指定区域となった区域内において、指

定区域となった日から起算して６月を経過した日前に施設の新築又は増築等

の工事に着手した者については、附置義務規定は適用しない。 

（自転車駐車場の管理） 
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第15条 附置義務規定により自転車駐車場を設置している者又はその管理者

は、当該自転車駐車場の敷地、構造及び設備並びに規模について、常時その

目的に適合するように管理しなければならない。 

（立入検査） 

第16条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、施設若しくは

自転車駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しくは資料の提出を求め、

又はその職員に施設若しくは自転車駐車場に立ち入り、検査をさせることが

できる。 

２ 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 前項の証明書の様式は、市規則で定める。 

（措置命令） 

第17条 市長は、第４条、第７条、第８条、第12条又は第15条の規定に違反し

た者に対して、相当の期限を定めて、自転車駐車場の設置、原状回復その他

の当該違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができ

る。 

２ 市長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に違反したときは、

その旨、命令の内容及び命令に違反した者の氏名又は名称その他命令に違反

した者を特定するために必要な事項を公表することができる。 

３ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公

表をされるべき者にその理由を通知し、意見を聴くとともに、有利な証拠の

提出の機会を与えなければならない。 

（罰則） 

第18条 前条第１項の規定による命令に違反した者は、500,000円以下の罰金

に処する。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。 

(1) 第16条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報

告若しくは資料の提出をした者 

 (2) 第16条第１項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

３ 第13条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、

100,000円以下の罰金に処する。 

４ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその

法人又は人の業務に関して、前３項の違反行為をしたときは、その行為者を

罰するほか、その法人又は人に対しても当該各項の罰金刑を科する。 

（施行の細目） 

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。 

附 則  

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例の施行の日から起算して６月を経過した日前に施設の新築又は増

築等のための工事に着手した者については、附置義務規定は適用しない。 

（大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例の一部改正） 

３ 大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例（昭和63年大阪市条例第31

号）の一部を次のように改正する。 

第５条第１項中「自ら旅客の利便に供するための自転車駐車場を設置し、

又は」を削り、同条第２項中「、自らその施設の利用者の利便に供するため

の自転車駐車場を設置するよう努めるとともに」を削る。 

別表第１（第４条関係） 

（あ） （い） （う） 

施設の用途 施設の規模 自転車駐車場の規模 

遊技場、小売店舗・コン

ビニエンスストア、飲食

店・カラオケボックス 

等、レンタルビデオ店 

施設面積が300平方メート

ルを超えるもの 

施設面積15平方メートル

までごとに１台 

スポーツ施設、官公署等 施設面積が400平方メート

ルを超えるもの 

施設面積20平方メートル

までごとに１台 

銀行、郵便局 施設面積が500平方メート

ルを超えるもの 

施設面積25平方メートル

までごとに１台 

学習施設、映画館・劇 

場、病院・診療所 

施設面積が600平方メート

ルを超えるもの 

施設面積30平方メートル

までごとに１台 

備考 

１ この表において、「遊技場」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項第７号又は第

８号に規定する営業を行うための施設をいう。 

２ この表において、「小売店舗・コンビニエンスストア」とは、大規模

小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第２条第１項に規定する小売業

を行うための施設をいう。 

３ この表において、「飲食店・カラオケボックス等」とは、飲食店、カ

ラオケボックス、料理店その他これらに類する施設で市規則で定めるも

のをいう。 

４ この表において、「レンタルビデオ店」とは、映画、音楽その他これ

らに類するものを記録したビデオテープその他の記録媒体を貸し付け、

店舗外に持ち出させる営業を行うための施設をいう。 

５ この表において、「スポーツ施設」とは、ボーリング場、スケート

場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する施設で市規則で定

めるもののうち、営業の用に供するもの（第10項に該当するものを除
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く。）をいう。 

６ この表において、「官公署等」とは、警察署、税務署、地方公共団体

の支庁又は支所、図書館、美術館、博物館、集会場その他これらに類す

る施設で市規則で定めるものをいう。 

７ この表において、「銀行」とは、信用金庫法（昭和26年法律第238

号）第２条に規定する金庫の事業又は銀行法（昭和56年法律第59号）第

２条第２項に規定する銀行業を行うための施設であって店舗部分を有す

るものをいう。 

８ この表において、「郵便局」とは、郵便法（昭和22年法律第165号）

の規定により行う郵便の業務（郵便窓口業務の委託等に関する法律（昭

和24年法律第213号）第２条に規定する郵便窓口業務を含む。）の用に

供する施設をいう。 

９ この表において、「学習施設」とは、専修学校、学習塾、華道教室、

囲碁教室、自動車教習所その他これらに類する施設で市規則で定めるも

の（第５項に該当するものを除く。）をいう。 

10 この表において、「映画館・劇場」とは、映画館、劇場、演芸場、観

覧場及び公会堂をいう。 

11 この表において、「病院・診療所」とは、医療法（昭和23年法律第

205号）第１条の５第１項に規定する病院、同条第２項に規定する診療

所その他これらに類する施設で市規則で定めるものをいう。 

別表第２（第６条関係） 

（あ） （い） （う） （え） 

施設の用途 施設面積の区分 自転車駐車場の規模 
特定商業地域における

自転車駐車場の規模 

遊技場 

 

1,000平方メート

ルまでの部分 

施設面積15平方メート

ルまでごとに１台 

施設面積15平方メート

ルまでごとに１台 

1,000平方メート

ルを超え5,000平

方メートルまでの

部分 

施設面積15平方メート

ルまでごとに１台 

（う）欄により算定し

た台数に４分の３を乗

じて得た台数 

5,000平方メート

ルを超える部分 

施設面積にかかわらず

０台 

施設面積にかかわらず

０台 

小売店舗・コン

ビニエンススト

ア 

1,000平方メート

ルまでの部分 

施設面積15平方メート

ルまでごとに１台 

施設面積15平方メート

ルまでごとに１台 

1,000平方メート

ルを超え10,000平

方メートルまでの

部分 

施設面積75平方メート

ルまでごとに１台 

（う）欄により算定し

た台数に４分の３を乗

じて得た台数 

 



 

 

14 

毎週金曜日発行 平成22年３月12日 大 阪 市 公 報 第 5468 号 

 10,000平方メート

ルを超える部分 

施設面積にかかわらず

０台 

施設面積にかかわらず

０台 

飲食店・カラオ

ケボックス等、

レンタルビデオ

店 

 

1,000平方メート

ルまでの部分 

施設面積15平方メート

ルまでごとに１台 

施設面積15平方メート

ルまでごとに１台 

1,000平方メート

ルを超え5,000平

方メートルまでの

部分 

施設面積75平方メート

ルまでごとに１台 

（う）欄により算定し

た台数に４分の３を乗

じて得た台数 

 5,000平方メート

ルを超える部分 

施設面積にかかわらず

０台 

施設面積にかかわらず

０台 

スポーツ施設、

官公署等 

 

1,000平方メート

ルまでの部分 

施設面積20平方メート

ルまでごとに１台 

施設面積20平方メート

ルまでごとに１台 

1,000平方メート

ルを超え5,000平

方メートルまでの

部分 

施設面積100平方メー

トルまでごとに１台 

（う）欄により算定し

た台数に４分の３を乗

じて得た台数 

5,000平方メート

ルを超える部分 

施設面積にかかわらず

０台 

施設面積にかかわらず

０台 

銀行、郵便局 

 

1,000平方メート

ルまでの部分 

施設面積25平方メート

ルまでごとに１台 

施設面積25平方メート

ルまでごとに１台 

1,000平方メート

ルを超え5,000平

方メートルまでの

部分 

施設面積125平方メー

トルまでごとに１台 

（う）欄により算定し

た台数に４分の３を乗

じて得た台数 

5,000平方メート

ルを超える部分 

施設面積にかかわらず

０台 

施設面積にかかわらず

０台 

学習施設、映画

館・劇場 

 

1,000平方メート

ルまでの部分 

施設面積30平方メート

ルまでごとに１台 

施設面積30平方メート

ルまでごとに１台 

1,000平方メート

ルを超え5,000平

方メートルまでの

部分 

施設面積150平方メー

トルまでごとに１台 

（う）欄により算定し

た台数に４分の３を乗

じて得た台数 

5,000平方メート

ルを超える部分 

施設面積にかかわらず

０台 

施設面積にかかわらず

０台 

病院・診療所 

 

1,000平方メート

ルまでの部分 

施設面積30平方メート

ルまでごとに１台 

施設面積30平方メート

ルまでごとに１台 
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1,000平方メート

ルを超え5,000平

方メートルまでの

部分 

施設面積60平方メート

ルまでごとに１台 

（う）欄により算定し

た台数に４分の３を乗

じて得た台数 

5,000平方メート

ルを超え10,000平

方メートルまでの

部分 

施設面積150平方メー

トルまでごとに１台 

（う）欄により算定し

た台数に４分の３を乗

じて得た台数 

10,000平方メート

ルを超える部分 

施設面積にかかわらず

０台 

施設面積にかかわらず

０台 

備考 この表における「遊技場」、「小売店舗・コンビニエンスストア」、

「飲食店・カラオケボックス等」、「レンタルビデオ店」、「スポーツ施

設」、「官公署等」、「銀行」、「郵便局」、「学習施設」、「映画館・

劇場」及び「病院・診療所」の意義は、別表第１備考に定めるところによ

る。 

別表第３（第８条関係） 

（あ） （い） （う） 

施設の種類 施設の規模 自転車駐車場の規模 

ワンルーム形式集合住宅

建築物 

住戸の総数が30戸以上のもの ワンルーム形式住戸数１

戸ごとに0.7台（ファミ

リー形式住戸がある場合

にあっては、当該ファミ

リー形式住戸数１戸ごと

に１台を加算した台数） 

共同住宅等建築物 住戸の総数が30戸以上のもの ファミリー形式住戸数１

戸ごとに１台 

備考 

１ この表において、「ワンルーム形式住戸」とは、共同住宅の住戸であ

ってその床面積が35平方メートル以下のものをいい、「ファミリー形式

住戸」とは、共同住宅の住戸であってその床面積が35平方メートルを超

えるものをいう。 

２ この表において、「ワンルーム形式集合住宅建築物」とは、住戸にワ

ンルーム形式住戸を含む共同住宅をいう。 

３ この表において、「共同住宅等建築物」とは、住戸がファミリー形式

住戸のみである共同住宅をいう。 

（平22.２.26掲示済） 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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大阪市迷惑駐車の防止に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成22年２月26日 

大阪市長  平 松 邦 夫  

大阪市条例第５号 

   大阪市迷惑駐車の防止に関する条例の一部を改正する条例 

 大阪市迷惑駐車の防止に関する条例（平成６年大阪市条例第20号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条第２号中「第49条の２第３項」を「第49条の３第３項」に改める。 

   附 則   

 この条例は、平成22年４月19日から施行する。 

（平22.２.26掲示済） 

 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
 

大阪都市計画事業三国駅周辺地区土地区画整理事業施行規程の一部を改正す

る条例を公布する。 

  平成22年２月26日 

大阪市長  平 松 邦 夫  

大阪市条例第６号 

大阪都市計画事業三国駅周辺地区土地区画整理事業施行規程の一

部を改正する条例 

 大阪都市計画事業三国駅周辺地区土地区画整理事業施行規程（昭和62年大阪

市条例第25号）の一部を次のように改正する。 

 第５条中「大阪市淀川区西宮原２丁目１番３号 三国駅土地区画整理事務

所」を「大阪市北区中之島１丁目３番20号 大阪市役所内」に改める。 

附 則 

この条例の施行期日は、市長が定める。 

（平22.２.26掲示済） 

 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
 

大阪市火災予防条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成22年２月26日 

大阪市長  平 松 邦 夫  

大阪市条例第７号 

大阪市火災予防条例の一部を改正する条例 

 大阪市火災予防条例（昭和37年大阪市条例第14号）の一部を次のように改正

する。 

 第50条の２の次に次の１条を加える。 

（カラオケボックス等の避難通路） 
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第50条の３ カラオケボックスその他の令別表第１(2)項ニに掲げる店舗その

他これに類するもの（以下カラオケボックス等という。）の関係者は、避難

通路の安全を確保するため、当該カラオケボックス等に設けられている個室

その他これに類する施設に設置する外開きの戸で避難通路に面するものにつ

いては、開放した場合において自動的に閉鎖する構造とし、当該避難通路を

避難上有効に管理しなければならない。ただし、消防署長が避難上支障がな

いと認めた場合は、この限りでない。 

附 則 

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に設置され、又は設置若しくは修理の工事中のこの

条例による改正後の大阪市火災予防条例第50条の３に規定するカラオケボッ

クス等の外開きの戸（以下「外開き戸」という。）が同条に規定する構造を

有していないときは、当該外開き戸については、平成23年３月31日までの

間、同条の規定は、適用しない。 

（平22.２.26掲示済） 

 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
 

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を公布す

る。 

  平成22年２月26日 

大阪市長  平 松 邦 夫  

大阪市条例第８号 

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条 

例 

 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年大阪市条例第62号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条に次の１項を加える。 

４ 前２項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第110号）第６条第１項第１号又は第18条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員（以下「育児休業に伴う任期付職員等」という。）

に係る給料表の給料額は、法第38条第２項及び第３項の規定の趣旨に従つ

て、職種ごとに定めるものとする。 

 第３条の２中「他の職」を「他の職（育児休業に伴う任期付職員等にあつて

は、同じ職種の他の職）」に改める。 

 第14条の２の見出しを「（再任用職員等についての適用除外）」に改め、同

条中「再任用職員」を「再任用職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律

第18条第１項の規定により任期を定めて採用された職員」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成22年４月１日から施行する。 
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（平22.２.26掲示済） 

 

 

 

規      則 
 

 

大阪市感染症診査協議会条例施行規則を公布する。 

平成22年２月26日 

大阪市長  平 松 邦 夫  

大阪市規則第８号 

   大阪市感染症診査協議会条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大阪市感染症診査協議会条例（平成11年大阪市条例第７

号）の施行に関し必要な事項を定めるとする。 

（庶務） 

第２条 大阪市感染症診査協議会（以下「協議会」という。）の庶務は、健康

福祉局において処理する。 

（委任） 

第３条 前条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会

の会長が定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

（平22.２.26掲示済） 

 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
 

大阪市証紙条例施行規則を廃止する規則を公布する。 

平成22年３月12日 

大阪市長  平 松 邦 夫  

大阪市規則第９号 

大阪市証紙条例施行規則を廃止する規則 

大阪市証紙条例施行規則（昭和39年大阪市規則第15号）は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 大阪市証紙条例を廃止する条例（平成22年大阪市条例第３号）附則第３項

の規定により未使用証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、別記
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附則様式による大阪市証紙払戻請求書に返還する未使用証紙を貼付して、こ

れを市長に提出しなければならない。 

３ 前項に定めるもののほか、未使用証紙の返還及び現金の還付に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 
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告      示 
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大阪市告示第202号 

次の施設について、大阪市立有料自転車駐車場条例（平成19年大阪市条例第

102号）第４条第３項後段の規定に基づき、次のとおり平成22年３月１日から

の利用料金の額の変更を承認したので、同条第５項の規定により公告する。 

  平成22年２月26日 

大阪市長  平 松 邦 夫  

有料自転車駐車場の利用料金 

一時利用料金 

自転車駐車場 自転車 

野田阪神駅・阪神野田駅自転車駐車場 
特定区画① 

100円 

備考 

１ これらの表において「特定区画」とは、有料自転車駐車場の施設のうち、

自転車等の駐車の適正化を図るため利用を促進する必要があるものとして市

長が特に指定する区画をいう。 

（建設局管理部放置自転車対策担当） 

 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
 

大阪市告示第202号の２ 

道路法（昭和27年法律第180号）第71条第３項の規定により、次のとおり公

告する。 

平成22年３月３日 

大阪市長  平 松 邦 夫  

次の道路上にある物件は、道路法第43条の規定に違反するので、平成22年３

月17日までに除却されたい。 

その日までに除却されない場合は、市長又はその命じた者若しくは委任した

者が除却する｡ 

No. 種      類 場        所 

１
 普通自動車 

（ニッサン 紺色）
浪速区浪速東１丁目７番先 

２
 普通自動車 

（スズキ 白色） 
浪速区浪速東１丁目10番先 

３
 普通自動車 

（外国車 紺色） 
浪速区浪速西２丁目10番先 

４
 自動二輪車 

（ホンダ 黒色） 
浪速区稲荷２丁目１番先 

（建設局管理部路上違反物件担当） 

（平22.３.３掲示済） 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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大阪市告示第218号 

 平成22年２月26日開議の市会本会議の議決を経た予算の要領は、次のとおり

である。 

  平成22年３月12日 

大阪市長  平 松 邦 夫 
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（財政局財務部財務担当） 
 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
 

大阪市告示第219号 

 地方税法（昭和25年法律第226号）第416条第１項及び大阪市市税条例施行規

則（昭和29年大阪市規則第53号）第26条第１項の規定に基づき、平成22年度の

固定資産税に係る土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を、次のとおり

納税者の縦覧に供する。 

平成22年３月12日 

大阪市長  平 松 邦 夫  

１ 縦覧期間     平成22年４月１日から同月30日まで 

ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和23年法律第178号）に規定する休日は除く。 

２ 縦覧時間     午前９時から午後５時30分まで 

           ただし、金曜日は午後７時まで 

３ 縦覧場所     所有している土地又は家屋が所在する区を所管する市

税事務所 

（財政局税務部固定資産税担当） 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
 

大阪市告示第220号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条の規定に基づき許可した開発行

為に関する工事が完了し、同法第36条第２項の規定による検査の結果適合して

いたので、同条第３項の規定により、次のとおり告示する。 

平成22年３月12日 

大阪市長  平 松 邦 夫  

１ 許可番号 

平成21年11月17日大阪市指令計（規）第39号 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

大阪市福島区大開３丁目32番72の一部 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

大阪府門真市常称寺町27番19号 

株式会社 富士住研 

代表取締役内山 進 

４ 新たに設置された公共施設 

公共施設の

種類 

概要 
管理者

用地の

帰属 
摘        要 

幅員（管径） 延長 

道路 4.500ｍ 51.510ｍ 開発者 開発者 すみ切り５ヵ所含む。 

下水道 D=150mm 3.600ｍ 大阪市 － 
０号組立マンホール 

インバート付１ヵ所 新設工 

５ 廃止された公共施設 

公共施設の

種類 

概要 
管理者

用地の

帰属 
摘        要 

幅員（管径） 延長 

下水道 D=150mm 2.100ｍ 大阪市 － 撤去工 

なお、関係図書は大阪市計画調整局開発調整部において閲覧することができ

る。 

（計画調整局開発調整部規制誘導担当） 

 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
 

大阪市告示第221号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条の規定に基づき許可した開発行

為に関する工事が完了し、同法第36条第２項の規定による検査の結果適合して

いたので、同条第３項の規定により、次のとおり告示する。 
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平成22年３月12日 

大阪市長  平 松 邦 夫  

１ 許可番号 

平成21年11月18日大阪市指令計（規）第43号 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

大阪市住之江区南加賀屋２丁目48番の一部 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

大阪市浪速区湊町１丁目２番17-3408号 

クロ－バ－産業 株式会社  

代表取締役 大工 謹 

４ 新たに設置された公共施設 

公共施設の

種類 

概要 
管理者

用地の

帰属 
摘        要 

幅員（管径） 延長 

道路 4.000ｍ 16.690ｍ 開発者 開発者 すみ切り２ヵ所含む。 

下水道 D=150mm 9.350 ｍ 大阪市 － 
集水ます I 型  ｲﾝﾊﾞ-ﾄ付   

３ヵ所  新設工 

なお、関係図書は大阪市計画調整局開発調整部において閲覧することができ

る。 

（計画調整局開発調整部規制誘導担当） 

 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
 

大阪市告示第222号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条の２第１項の規定により、一の

敷地とみなすこと等による制限の緩和について認定したので、同条第６項の規

定により次のとおり公告する。 

なお、その関係図書は、大阪市計画調整局建築指導部において一般の縦覧に

供する。 

平成22年３月12日 

大阪市長  平 松 邦 夫  

・認定年月日及び認定番号 

平成22年２月25日 第694号 

・認定区域の名称  

  四季彩都いちょう館 

・認定区域の位置 

大阪市城東区新喜多東２丁目31番12  

（計画調整局建築指導部建築企画担当） 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 


